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は じ  め に 

 

本市では、 平成２ ６ 年（ ２ ０ １ ４ 年） ３ 月に第２ 次越谷市健康

づく り 行動計画・ 食育推進計画「 いき いき 越谷２ １ 」 を策定し 、

さ ら に、 平成３ １ 年（ ２ ０ １ ９ 年） ３ 月に中間見直し を行い、『 だ

れも が健康で生きがいをも っ て安心し て暮ら せるまちづく り 』 を

基本理念に、 健康づく り と 食育を推進し てまいり まし た。  

令和２ 年（ ２ ０ ２ ０ 年） ４ 月には、 越谷市保健センタ ーを越谷

市保健所の敷地内に移転・ 開設し 、「 地域の保健医療の拠点」 と し

て一層の取組を進めてき まし たが、 新型コ ロナウイ ルス感染症の感染拡大により 、 事業の縮

小や中止が相次ぎ、 計画上で定めたすべての目標値の達成には至り ませんでし た。  

新型コ ロナウイ ルス感染症の流行が人々の生活スタ イ ルに影響を及ぼす中、 社会全般にお

ける健康に対する意識は高まると と も に、 健康寿命は着実に延伸する一方で、 一人ひと り の

健康課題は多様化するなど、 健康を取り 巻く 環境は大き く 変化し ています。  

こ う し た状況を受け、 令和６ 年度から １ ２ 年間を計画期間と する第３ 次越谷市健康づく り

行動計画・ 食育推進計画「 いきいき越谷２ １ 」 では、 基本理念を『 みんなが健康で共生し て住

み続けら れるまちづく り 』 と し 、 現在の健康課題を明ら かにすると と も に、 社会情勢の変化

や国が定めた「 健康日本２ １ （ 第三次）」 を踏まえ、「 休養・ 睡眠」 と「 ラ イ フ コ ースアプロー

チ」 を新たなキーワード と し て、 ７ つの健康分野ごと に目標を設定、 その達成に向け様々な

施策を展開し てまいり ます。  

本計画の推進にあたり まし ては、 市民の皆様をはじ め、 家庭や地域、 関係機関・ 団体及び

行政が連携・ 協力し 、 それぞれの役割のも と 、 各種事業に積極的に取り 組んでいく こ と が重

要と なり ます。 誰一人取り 残さ ない健康づく り や、 より 実効性をも つ取組の推進に向け、 今

後と も より 一層のご理解と ご協力を賜り ますよう お願いいたし ます。  

結びに、 本計画の策定にあたり 、 貴重なご意見やご提言を賜り まし た越谷市保健衛生審議

会の皆様をはじ め、 市民アンケート 調査やパブリ ッ ク コ メ ント を通じ てご協力いただき まし

た皆様に心から 感謝を申し 上げます。  

 

 

令和６ 年( ２ ０ ２ ４ 年) ３ 月 

越谷市長 福 田   晃  
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第１章 計画策定にあたって 

- 1 - 

第１章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の背景 

（１）国の動向 

国は、 急速な高齢化の進展や疾病構造の変化に伴う 国民の健康増進の重要性の増大を

背景に、 健康づく り や疾病予防を積極的に推進するための環境整備が要請さ れる中、 平

成１ ４ 年（ ２ ０ ０ ２ 年） に健康増進法（ 平成１ ４ 年法律第１ ０ ３ 号） を制定し まし た。

翌年には同法の施行に伴い、 同法に基づく 「 国民の健康の増進の総合的な推進を図るた

めの基本的な方針」（ 基本方針） を定めると と も に、 平成１ ２ 年（ ２ ０ ０ ０ 年） に定めた

「 ２ １ 世紀における国民健康づく り 運動（ 健康日本２ １ ）」 を、 基本方針の理念に基づく

具体的な計画と し て位置付けまし た。  

その後、 平成２ ４ 年（ ２ ０ １ ２ 年） の「 健康日本２ １ （ 第二次）」 への改定を経て、 令

和５ 年（ ２ ０ ２ ３ 年） に、 令和６ 年度（ ２ ０ ２ ４ 年度） から 令和１ ７ 年度（ ２ ０ ３ ５ 年

度） までを計画期間と し た「 健康日本２ １ （ 第三次）」 に改定さ れまし た。  

「 健康日本２ １ （ 第三次）」 は、 全ての国民が健やかで心豊かに生活でき る持続可能な

社会の実現のため、 個人の行動と 健康状態の改善、 個人を取り 巻く 社会環境の整備やそ

の質の向上、 ラ イ フ コ ースアプローチを踏まえた健康づく り を通じ て、 健康寿命の延伸

及び健康格差の縮小を実現するこ と を基本的な方向と し ています。  

また、 国は、 国民が生涯にわたっ て健全な心身を培い、 豊かな人間性を 育むための食

育を推進するこ と を目的と し て、 平成１ ７ 年（ ２ ０ ０ ５ 年） に、 食育基本法（ 平成１ ７

年法律第６ ３ 号） を制定・ 施行し 、 翌年に食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的

な推進を図るため、「 食育推進基本計画」 を定めまし た。 計画は５ 年ごと に見直さ れ、 令

和３ 年（ ２ ０ ２ １ 年） には、 同年度から おおむね５ 年間を計画期間と する「 第４ 次食育

推進基本計画」 が策定さ れまし た。  

こ の計画では、 国民の健全な食生活の実現と 、 環境や食文化を意識し た持続可能な社

会の実現のため、 食育を総合的に推進するこ と と し ています。  

 

（２）県の動向 

埼玉県では、 平成１ ０ 年（ １ ９ ９ ８ 年） に県民の健康づく り 総合計画「 健康づく り 行

動計画」 を策定し 、 その後、「 健康日本２ １ 」 の策定を受け平成１ ３ 年（ ２ ０ ０ １ 年） に

「 すこ やか彩の国２ １ プラ ン」 を、「 健康日本２ １ （ 第二次）」 への改定を受け平成２ ５

年（ ２ ０ １ ３ 年） に「 健康埼玉２ １ 」 を策定し まし た。 同年には健康増進計画である「 埼

玉県健康長寿計画」 を 策定し 、 同計画は第２ 次、 第３ 次計画への改定を経て、 令和５ 年

には「 健康埼玉２ １ 」 が「 埼玉県健康長寿計画（ 第３ 次）」 に一元化さ れ、 同年度を計画

期間の終期と し て取組が進めら れています。  

また、 県の食育推進計画である「 埼玉県食育推進計画」 は平成２ ０ 年（ ２ ０ ０ ８ 年）

に策定さ れ、 数次の改定を経て平成３ １ 年（ ２ ０ １ ９ 年） に改定さ れた「 埼玉県食育推

進計画（ 第４ 次）」 も 令和５ 年度を計画終期と し て取組が進めら れています。  
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出典：厚生労働省「「健康日本２１（第三次）」を推進する上での基本方針を公表します」参考資料 

多様な主体による健康づくり 
産官学を含めた様々な担い手の 

有機的な連携を促進 

健康に関心が薄い者を含む 
幅広い世代へのアプローチ 
自然に健康になれる環境づくり 

の構築 

集団や個人の特性を踏まえた 
健康づくり 

性差や年齢、ライフコースを 
加味した取組の推進 

誰一人取り残さない 
健康づくり 

（Inclusion） 

ICTの利活用 
ウェアラブル端末やアプリ 
などテクノロジーを活用 

アクションプランの提示 
自治体の取組の参考となる 

具体的な方策を提示 

目標の設定・評価 
エビデンスを踏まえた目標設定、 

中間評価・最終評価の精緻化 

より実効性をもつ 
取組 

（Implementation） 

ライフコースアプローチを踏まえた 
健康づくり 

社会環境の質の向上 

個人の行動と健康状態の改善 

健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

ビジョン実現のため、以下の基本的な方向で 
国民健康づくり運動を進める 

基本的な方向 

全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現 ビジョン 

（３）越谷市の目指す方向 

本市においても 、 国・ 県の動向を受け、 平成１ ５ 年（ ２ ０ ０ ３ 年） に越谷市健康づく

り 行動計画「 いき いき 越谷２ １ 」 を策定し 、 平成２ ６ 年（ ２ ０ １ ４ 年） には第２ 次計画

策定にあたり 、 食生活が健康に及ぼす影響の大き さ などから 一体的に食育推進計画を策

定し 、 第２ 次越谷市健康づく り 行動計画・ 食育推進計画「 いき いき 越谷２ １ 」 と し て改

定し まし た。  

第２ 次計画はその後、 計画期間の中間に位置する平成３ １ 年（ ２ ０ １ ９ 年） に中間見

直し を行い、 最終目標年度である令和５ 年度（ ２ ０ ２ ３ 年度） に向け、「 だれも が健康で

生きがいをも っ て安心し て暮ら せるまちづく り 」を目指し て計画に取り 組んでき まし た。 

そし て、 国・ 県の次期計画策定を受け、 本市においても 第２ 次計画の評価を行う と と

も に、 現在の市の健康課題を明ら かにし 、 第３ 次越谷市健康づく り 行動計画・ 食育推進

計画「 いき いき越谷２ １ 」 と し て改定を行う も のです。  

こ の計画では、「 みんなが健康で共生し て住み続けら れるまちづく り 」 を目指し て計画

に取り 組んでいき ます。  

 

２ 国の健康日本２１（第三次）について 

国は、 健康日本２ １ （ 第三次） において、「 全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持

続可能な社会の実現」 に向け、（ １ ） 誰一人取り 残さ ない健康づく り の展開（ I ncl usi on）

と 、（ ２ ） より 実効性をも つ取組の推進（ I mpl ement at i on） を行う こ と と し ています。  

そし て、 こ の実現のため、「 ①健康寿命の延伸と 健康格差の縮小」、「 ②個人の行動と 健康

状態の改善」、「 ③社会環境の質の向上」、「 ④ラ イ フ コ ースアプローチを踏まえた健康づく

り 」 の４ つを基本的な方向と し 、「 ②個人の行動と 健康状態の改善」 を 促す「 ③社会環境の

質の向上」 と いう 関係性に加えて、「 ④ラ イ フ コ ースアプローチ」 を 念頭に取組を進めるこ

と で、「 ①健康寿命の延伸と 健康格差の縮小」 の実現を目指すこ と と し ています。  

 

図１－２－１ 健康日本２１（第三次）の全体像 
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３ 越谷市の計画の位置付け 

第３ 次越谷市健康づく り 行動計画・ 食育推進計画「 いき いき 越谷２ １ 」 は、 健康増進法

第８ 条に定める「 市町村健康増進計画」 及び食育基本法第１ ８ 条に定める「 市町村食育推

進計画」 であり 、 本市の住民の健康増進及び食育推進に関する計画です。  

本計画は、 本市が将来に向かっ て進むべき方向を定めた「 第５ 次越谷市総合振興計画」

に掲げる本市の将来像『 水と 緑と 太陽に恵まれた みんなが活躍する安全・ 安心・ 共生都

市』 を実現するための計画と し て、 総合振興計画の大綱２ （ 保健、 医療、 子育て、 福祉な

ど） の下に位置付け、「 第３ 次越谷市地域福祉計画」 をはじ めと する関連計画その他の市の

各種計画と の調和を図ると と も に、関連する条例と 整合を図り 策定し ます。また、国の「 健

康日本２ １ （ 第三次）」「 第４ 次食育推進基本計画」、 県の次期「 埼玉県健康長寿計画」「 埼

玉県食育推進計画」 などと の連携・ 整合を図り ます。  

さ ら に、 健康づく り 行動計画の一分野である食生活は健康づく り に欠かせないも のであ

り 、 他の分野と 一体的に進めるこ と が重要であるため、 健康づく り 行動計画の中に食育推

進計画を体系的に位置付けます。  

 

図１－３－１ 第３次越谷市健康づくり行動計画・食育推進計画「いきいき越谷２１」の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第５ 次越谷市総合振興計画の施策の大綱 

  

大綱１ 

多様な人が交流し、

参加と協働により

発展するまちづく

り 

※大綱２ 

みんなが健康で共

生して住み続けら

れるまちづくり 

大綱３ 

都市と自然が調和

した集約と連携に

よるまちづくり 

大綱４ 

持続可能で災害に

強い安全・安心なま

ちづくり 

大綱５ 

魅力ある資源を活

かし、都市の活力を

創造するまちづく

り 

大綱６ 

みんなが主体的に

学び、生きがいを 

持って活躍できる

まちづくり 

連携・整合 

国：健康日本２１（第三次） 

県：埼玉県健康長寿計画 
  埼玉県地域保健医療計画 

 
国：第４次食育推進基本計画 

県：埼玉県食育推進計画 

調 和 

 

 

 
第３次越谷市 
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※大綱２ みんなが健康で共生して住み続けられるまちづくり 

第５次越谷市総合振興計画 
水と緑と太陽に恵まれた みんなが活躍する安全・安心・共生都市 
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４ 計画の期間 

本計画の計画期間は、 令和６ 年度（ ２ ０ ２ ４ 年度） から 令和１ ７ 年度（ ２ ０ ３ ５ 年度）

までの１ ２ 年間と し ます。なお、計画期間の中間に位置する令和１ １ 年度（ ２ ０ ２ ９ 年度）

には中間評価を実施し 、 必要に応じ た見直し を行います。  

また、 計画の最終年度である令和１ ７ 年度（ ２ ０ ３ ５ 年度） には本計画全体の事業の検

証や評価を行い、 第４ 次計画の策定に取り 組みます。  

なお、 法制度等の改正や社会情勢の変化等があっ た場合には、 その都度、 内容を精査す

るこ と と し ます。  

 

図１－４－１ 第３次越谷市健康づくり行動計画・食育推進計画「いきいき越谷２１」の期間 
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５ 計画の策定体制と意見の反映 

市民の健康づく り と 支援のあり 方については、 市民の生活習慣や健康課題、 保健医療施

策に対するニーズなどを広く 把握し 、 それを反映さ せるよう 配慮する必要があり ます。 そ

こ で、 計画策定にあたっ ては、 次のよう な取組を行いまし た。  

 

（１）計画の策定体制 

計画策定にあたり 、次の３ つの会議体において、計画策定に関し て必要な事項の協議・

検討を行いまし た。  

 

ア 越谷市保健衛生審議会 

保健衛生関係団体関係者、 学識経験者及び公募による市民で構成する審議会で、 広

く 意見を伺いながら 計画案等の調整及び審議を行いまし た。  

 

イ 越谷市健康づくり行動計画・食育推進計画策定検討委員会 

越谷市保健医療部長及び関係各課長で組織する検討委員会を設置し 、 他の計画や関

係施策と の整合性・ 調和を確認すると と も に、 計画案等の検討・ 作成を 行いまし た。 

第２次 

計画 

第４次 

計画 

中間評価 

見直し 

第４次 

計画策定 

第３次越谷市健康づくり行動計画・食育推進計画 

「いきいき越谷２１」 
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ウ 越谷市健康づくり行動計画・食育推進計画策定検討委員会作業部会 

関係各課の実務担当者で組織する作業部会において、 具体的な取組や施策の検討等

を行いまし た。  

 

（２）市民の意識・意見の把握と反映 

市民の生活習慣や健康課題、 保健医療施策に対するニーズを把握するため、 令和４ 年

度（ ２ ０ ２ ２ 年度） に実施し たアンケート 調査の結果を 計画に反映すると と も に、 市民

の意見を幅広く 募っ て計画に反映さ せるため、 パブリ ッ ク コ メ ント を実施し まし た。  

 

ア アンケート調査の実施 

市民の食事や運動等の各生活分野に関する 生活習慣の現状や保健サービ スの需要

等及び市民の実態やニーズを把握し 、 計画策定の基礎資料と するために、 令和４ 年度

（ ２ ０ ２ ２ 年度） に「 第３ 次越谷市健康づく り 行動計画・ 食育推進計画策定に係るア

ンケート 調査」 を実施し まし た。  

詳細は第２ 章 ２ （ ３ ４ ページから ） に掲載し ています。  

 

イ パブリックコメントの実施 

計画の素案について、令和６ 年（ ２ ０ ２ ４ 年） １ 月６ 日から 令和６ 年（ ２ ０ ２ ４ 年）

２ 月４ 日までの期間、 意見公募手続（ パブリ ッ ク コ メ ント ） を実施し 、 市民の皆様か

ら ご意見をいただきまし た。  

 

 


